
【 食料・農業・農村基本法（抄） 】

（平成１１年７月１６日法律第１０６号）

（都市と農村の交流等）

第三十六条

２ 国は、都市及びその周辺における農業について、消費地に近い特性を生かし、都

市住民の需要に即した農業生産の振興を図るために必要な施策を講ずるものとす

る。

【 食料・農業・農村基本計画（抄） 】

（平成２２年３月３０日閣議決定）

第３ 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策

３．農村の振興に関する施策

（３）都市及びその周辺の地域における農業の振興

新鮮で安全な農産物の都市住民への供給、身近な農業体験の場の提供、災害に

備えたオープンスペースの確保、ヒートアイランド現象の緩和、心安らぐ緑地空

間の提供といった都市農業の機能や効果が十分発揮できるよう、これらの機能・

効果への都市住民の理解を促進しつつ、都市農業を守り、持続可能な振興を図る

ための取組を推進する。このため、これまでの都市農地の保全や都市農業の振興

に関連する制度の見直しを検討するとともに、市民農園や農産物直売所等の整備、

都市住民のニーズを踏まえた市民農園・体験農園等における農業体験や交流活動

の促進等、都市農業振興のための取組を推進する。


